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平成２６年度末までの千葉県袖ヶ浦福祉センターの見直しに関する進捗状況及びその評価 

 

１ 更生園・養育園の管理運営（指定管理者制度等）のあり方の見直し 

 

実  施  内  容 平成２６年度末までの進捗状況 

（１） 期限の設定 

 

（ア）見直しの期間設定（県） 

    第五次障害者計画の周期とあわせ、平成２７年度から平成２９年度

までの３年間を集中見直し期間とする。（第五次障害者計画に集中見

直し期間の設定の他、本実施内容について盛り込む。） 
 

（イ）見直しの進捗評価（県） 

    集中見直し期間中の見直しの進捗について評価する千葉県袖ヶ浦

福祉センター見直し進捗管理委員会を設け、毎年度末に当該年度の進

捗を報告し評価を受け、集中見直し期間終了後に総括評価を受ける。 

（１） 期限の設定 

 

（ア）見直しの期間設定（県） 

    第五次障害者計画の周期とあわせ、平成２７年度から平成２９年度

までの３年間を集中見直し期間とし、第五次障害者計画に集中見直し

期間の設定の他、本実施内容について盛り込んだ。 
 

（イ）見直しの進捗評価（県） 

    集中見直し期間中の見直しの進捗について評価する千葉県袖ヶ浦

福祉センター見直し進捗管理委員会を設け、平成２６年度の進捗状況

等を報告した。 
 
評価 （１）期限の設定（県） 

          平成２６年度は下記について進捗が認められた。 

・集中見直し期間（平成２７年度から平成２９年度まで）の設定 

・第五次千葉県障害者計画における答申の方向性に沿ったセンターのあり方の目標設定等 

・千葉県袖ヶ浦福祉センター見直し進捗管理委員会の設置（諮問）・平成２６年度評価 

平成２７年度以降においても、進行予定にある項目が着実に実行されるよう努めること。 

  

参考資料４ 
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実  施  内  容 平成２６年度末までの進捗状況 

（２）管理運営方法の見直し 

  
（ア）集中見直し期間中の管理運営（県） 

    平成２９年度末までは事業団を指定管理者として指定する（現在の

指定管理期間（平成２３年度から平成２７年度まで）後は、非公募で

事業団を指定する。） 
 

（イ）集中見直し期間後の管理運営（県） 

    集中見直し期間終了時点において、民間法人が参入しやすいよう、

養育園と更生園をそれぞれ単独の県立施設として管理運営できる体制

整備を図る。（利用者に継続した支援を提供する観点から、現在の支援

員が継続して支援にあたれるよう配慮する。） 

（２）管理運営方法の見直し 

  
（ア）集中見直し期間中の管理運営（県） 

    現在の指定管理期間（平成２３年度から平成２７年度まで）後、平

成２８年度から平成２９年度に非公募で事業団を指定する準備をはじ

めた。 
 
（イ）集中見直し期間後の管理運営（県） 

    集中見直し期間終了時点において、民間法人が参入しやすいよう、

養育園と更生園をそれぞれ単独の県立施設として管理運営できる体制

整備に向けた検討をはじめた。 
 

 
評価 （２）管理運営方法の見直し（県） 

      平成２６年度は特段の進捗は認められない。 

平成２７年度は、事業団の非公募指定（平成２８年度から平成２９年度まで）を行うとともに、民間法人が参入しやすいよう、養育園と更生園

をそれぞれ単独の県立施設として管理運営できる体制整備に向け、検討を進めること。 
 
２ 今後の養育園・更生園のあり方の見直し 

 
実  施  内  容 平成２６年度末までの進捗状況 

（１）少人数を対象としたきめ細かなケアへ
の転換 

 
（ア）ソフト面の見直し 

 
① 支援のあり方の見直し（事業団） 

外部の計画相談事業所や児童相談所
等の関係機関と連携しながら、利用者
にとって最も適切な支援環境を考慮し
た中長期の見通しを持ち、利用者の障

（１）少人数を対象としたきめ細かなケアへの転換 
 

（ア） ソフト面の見直し 
 
① 支援のあり方の見直し（事業団） 
見直し進捗管理委員会委員による個別支援計画の作成指導、パーソナルサポーターによる個別支援

計画や支援記録の確認に基づく提言、指定管理者モニタリングや改善計画の進捗に関する確認調査に
おける指摘等を受け、個別支援計画の作成から実際の支援への反映等について見直しをはじめた。ま
た、利用者にわかりやすく個別支援計画の目的や内容を説明するための資料の作成をはじめた。 
個別支援計画のモニタリングに際しては、必要に応じて看護師や栄養士等の専門職が参加するとと
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害特性に合った個別支援計画を作成す
る。個別支援計画の実施（支援）に当
たっては、少人数を対象としたケアを
基本とし、個々の利用者にふさわしい
支援を実現する。 

 
 
 
 
 
 
 

② 開放性の向上（事業団） 
施錠が必要な箇所や状態について検

討の上職員間で共有し、施錠をより少な
くできる環境改善と支援を目指す。ま
た、親しみやすく入りやすい住環境の構
築を図る。 

もに、保護者の参加を得られるよう努め、利用者一人一人のニーズに合った支援の実現を目指した。 
○モニタリングへの看護師等の専門職の参加 
  養育園７０名中４名（※）・更生園８７名中６２名 

※保護者がモニタリングに来園しやすい土日は看護師が休みであるため、看護師の参加が少なくなっている。 
○児童のケース会議等への看護師等の専門職の参加 
  養育園７０名中５３名 
○モニタリングへの保護者の参加 
  養育園７０名中５７名（※）・更生園８７名中８１名 

※保護者の協力が得られず児相担当者が参加したものを含む。 
○利用者本人向けの計画内容等の説明資料の作成 
  養育園７０名中１９名 
 

②  開放性の向上（事業団） 
施錠が必要な箇所や状態について検討の上職員間で共有し、下記の施錠箇所を減らすことにより施

錠をより少なくできる環境改善と支援を図った。また、利用者の帰省の送迎時や面会時に保護者が原
則として寮内で利用者と会えるようにするとともに、寮の内外に利用者の作成した作品等を掲示する
こと等により、親しみやすく入りやすい環境の構築を図った。 
○平成２６年度途中から日中の施錠を取りやめた箇所 
  養育園 正面玄関・各寮玄関・職員用トイレ・階段 
  更生園 各寮入り口 
○平成２６年度途中から掲示をはじめた箇所又は増やした箇所 
  養育園 第２寮前 

      更生園 デイルーム・各寮内・食堂・食堂前廊下 
  
評価 （ア）ソフト面の見直し（事業団） 

平成２６年度は下記について進捗が認められるとともに、利用者本人のニーズ・障害特性に合った個別支援計画の作成に向けての取組みが認め
られた。この取組みは更に進めていく必要がある。 
・モニタリングへの専門職や保護者の参加 
・施錠箇所の減少等による開放性の向上 
平成２７年度以降、進捗がみられた事項も含め、引き続き、支援のあり方を見直すとともに、地域との交流も含め開放性の向上に努めること。 
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実  施  内  容 平成２６年度末までの進捗状況 

（イ）ハード面の見直し 
 

① 集中見直し期間中の施設環境の整備（県） 

    開放的で明るい住環境となるよう、施設整備等により改善を図るとともに、集中見直し期間後（定

員減少後）の利用者の特性に合った施設のあり方について検討をすすめる。（平成３０年度以降の指

定管理者の選定の際に、指定管理者の意見を踏まえた施設整備を行うことを盛り込む。） 
 

② 集中見直し期間後の施設環境の整備（県） 

   平成３０年度以降の指定管理者と協議し、開放的で明るく、利用者の障害特性に合った住環境・生

活空間となる施設環境を整備する。 

（イ）ハード面の見直し 
 

① 集中見直し期間中の施設環境の整備

（県） 

開放的で明るい住環境となるよう、養

育園第２寮のユニット化や劣化した窓ガ

ラスの交換等の設計を行った（工事は平

成２７年度に実施予定）。また、更生園の

老朽化したエレベーターを１月までに更

新した。 
 
評価 （イ）ハード面の見直し（県） 

平成２６年度は養育園第２寮のユニット化等の設計は行われたが工事も行われておらず、特段の進捗は認められない。 

平成２７年度以降、利用者の障害特性に合った開放的で明るい住環境の構築に努めること。なお、平成３０年度以降の施設整備のあり方につい

ても検討すること  
実  施  内  容 平成２６年度末までの進捗状況 

（２）定員規模の縮小に向けた取組み 
 
（ア）県全体の入所施設の状況把握（県） 

毎年度、施設入所の待機者に関する状況調査等を行い、県全体での

需給状況を把握する。 
 
（イ）障害児（待機児童）の受入先の確保（県） 

県全体で社会的養護を必要とする障害児の受入先を確保するため、養育園

の規模縮小で削減される定員４０人相当の施設新設等を支援する。 

（２）定員規模の縮小に向けた取組み 
 
（ア）県全体の入所施設の状況把握（県） 

施設入所の待機者に関する状況調査を９月末までにとりまとめた。 
 
（イ）障害児（待機児童）の受入先の確保（県） 

平成２７年度当初予算において、福祉型障害児入所施設新設の支援

に係る補助金を計上した。 
○平成２７年度当初予算額 １６２，０００千円 

評価 （ア）県全体の入所施設の状況把握（県） 

平成２６年度は下記が実施された。 

・入所施設の状況調査 

平成２７年度以降においても、進行予定にある項目を着実に実施するよう努めること。  
評価 （イ）障害児（待機児童）の受入先の確保（県） 

平成２６年度は下記について進捗が認められた。 

・平成２７年度における福祉型障害児入所施設整備費用の予算化 

平成２７年度以降においても、福祉型障害児入所施設の設置が進むよう努めること。その際、施設のハード面だけでなく、一定の時期が来れば

退所・移動が可能になるように地域との連携も含めた「あり方」の検討も行うこと。 
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実  施  内  容 平成２６年度末までの進捗状況 

（ウ）袖ヶ浦福祉センター利用者の民間施設・地域への移行

の推進 

 
① 施設整備等による受入先施設等の支援（県） 

民間施設等で袖ヶ浦福祉センターの利用者を受け

入れられるよう、利用者の特性に合った施設改修やグ

ループホーム創設等を支援する。 
 

②  移行に関するマッチング・調整の実施（事業団・県） 

事業団において、県とともに、知的障害者福祉協会、

相談支援事業者、外部有識者等の意見を聴きながら、

利用者と施設のマッチング・施設見学・体験利用等を

進め、利用者に合った施設やグループホームに移行で

きるよう調整する。円滑に移行できるよう、移行後も

施設訪問等によるフォローを実施する。 
 

③ 利用者及び保護者への情報提供並びに保護者との関

係強化（事業団・県） 

移行等に関する利用者及び保護者の不安を解消す

るため、保護者説明会の開催や保護者会での説明、そ

の他随時個別の情報提供や意見交換を行うとともに、

保護者会の活動を支援し、保護者との関係を強化す

る。 
 

（ウ）袖ヶ浦福祉センター利用者の民間施設・地域への移行の推進 

 
① 施設整備等による受入先施設等の支援（県） 

平成２７年度当初予算において、袖ヶ浦福祉センターの利用者を受け入れられ

るよう、利用者の特性に合った施設改修やグループホーム創設の支援に係る補

助金を計上した。 
○平成２７年度当初予算額 ７５，５０７千円 

 
② 移行に関するマッチング・調整の実施（事業団・県） 

事業団において、県とともに、知的障害者福祉協会、相談支援事業者、外部有識

者からなる移行ワーキングチームを設置し、利用者のニーズに合った施設やグルー

プホームに移行するための仕組みづくりについて意見を聴いた。更生園保護者会役

員会職員合同会においても、移行の仕組み等について意見交換を行った。 
○移行ワーキングチーム ２回 
○更生園保護者会役員会職員合同会 ３回 

 
③  利用者及び保護者への情報提供並びに保護者との関係強化（事業団・県） 

移行等に関する利用者及び保護者の不安を解消するため、保護者説明会を開催

した。また、更生園保護者会役員会と事業団職員の会議の定例化、養育園親の会

主催の他民間施設見学の手配、保護者会等の行事への事業団職員・県職員の参加

による意見交換を行った。その他、事業団幹部職員が他法人の家族会を見学し、

今後の保護者会等の活動支援の参考とするとともに、広報誌の発行等により、保

護者への情報提供及び関係強化に努めた。 
○保護者説明会 ３回 
○更生園保護者会役員会職員合同会 ３回 
○養育園親の会主催による他民間施設見学会(事業団職員同行) １回 
○保護者会等行事への同席・意見交換 ３回 

 
 
 
 



6 
 

 
（ウ）袖ヶ浦福祉センター利用者の民間施設・地域への移行の推進 

 
① 施設整備等による受入先施設等の支援（県） 

平成２６年度は下記について進捗が認められた。 

・袖ヶ浦福祉センター利用者受入施設等整備費用の予算化 

平成２７年度以降においても、センター利用者の受入施設等の整備が進むよう努めること。 
 

② 移行に関するマッチング・調整の実施（事業団・県） 

平成２６年度は下記について進捗が認められた。 

・移行ワーキングチームの設置・開催 

平成２７年度以降において、センター利用者の移行が円滑に進むよう、利用者・保護者の意見を聴きながらマッチング・調整に努めること。 
 

③ 利用者及び保護者への情報提供並びに保護者との関係強化（事業団・県） 

平成２６年度は下記について進捗が認められた。 

・保護者説明会の開催 

・更生園保護者会役員会職員合同会の開催 

・養育園親の会主催による他民間施設見学会の開催 

平成２７年度以降も、引き続き、進捗がみられた事項も含め、保護者への情報提供及び関係強化に努めること。 
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実  施  内  容 平成２６年度末までの進捗状況 

（エ） 強度行動障害者支援実施体制の構築 
 

① 強度行動障害のある方の支援者に対する研修の実施（県） 
       強度行動障害のある方への支援を適切に行うために、強度

行動障害に関する専門的知識を有する人材を確保するととも
に、施設支援員等に対して、強度行動障害についての理解を
深め、また、専門性を高めるための体系的な研修を実施する。 

 
 
 

② 強度行動障害のある方への支援体制構築事業(モデル事
業)の実施（県） 

強度行動障害のある方への支援体制構築事業(モデル事
業)を引き続き実施し、強度行動障害等について知識・実績
のある方で構成する会議等において検証した上で、モデル事
業の普及啓発を図る。 

（エ）強度行動障害者支援実施体制の構築 
 

①強度行動障害のある方の支援者に対する研修の実施（県） 
強度行動障害のある方への支援者に対する研修（千葉県発達障害者支援セ

ンターに委託）を通年で３４日間実施し、センターからの参加者２名を含む
県内施設の支援員１６名が受講した。３月１４日には実践報告会を実施し、
１６名が実践成果を参加者（３０９名）に発表した。 
強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）を２日間実施し、県内居宅介護

事業所等のヘルパー等７７名が受講した。 
 
②強度行動障害のある方への支援体制構築事業(モデル事業)の実施（県） 

強度行動障害のある方への支援体制構築事業(モデル事業)を実施し、強度
行動障害のある方への支援のあり方検討会において、モデル事業によって整
備されたグループホームへの入居後約１年間の支援内容について報告を受け
た。 

 
評価 （エ）強度行動障害者支援実施体制の構築  

①強度行動障害のある方の支援者に対する研修の実施（県） 
平成２６年度は下記について進捗が認められた。 
・強度行動障害のある方の支援者に対する研修の実施 
・強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）の実施 
平成２７年度以降においても、進行予定にある項目を着実に実施し、一層の拡充に努めること。  

②強度行動障害のある方への支援体制構築事業(モデル事業)の実施（県） 
平成２６年度は下記が実施された。 
・強度行動障害のある方への支援体制構築事業(モデル事業)の実施 
平成２７年度以降においても、進行予定にある項目を着実に実施するよう努めること。  
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実  施  内  容 平成２６年度末までの進捗状況 
（オ）医療ケアに関する検討（事業団・県） 

定員が減った後のセンターにおける医療ケアのあり方を検討する。 
 

（オ）医療ケアに関する検討（事業団・県） 

理事運営会議において、定員が減った後のセンターにおける医療ケア

のあり方について議論した。  
（オ）医療ケアに関する検討（事業団・県） 

平成２６年度は特段の進捗は認められない。 
平成２７年度以降において、定員が減った後のセンターにおける医療ケアのあり方の検討を進めること。 

 
３ 事業団のあり方の見直し 

実  施  内  容 平成２６年度末までの進捗状況 

（１）職員のモチベーションの向上 

 

（ア）民間施設等での研修（事業団） 

他の法人における支援を実地に学ぶこと

によって支援の質及び意識の向上を図るた

め、千葉県知的障害者福祉協会の協力を得

て、民間施設等との交換研修（事業団から他

の民間施設への派遣等）を実施する。 
 
（イ）キャリア形成の仕組みの構築（事業団） 

キャリア形成の仕組みを構築し、職員のモ

チベーションの向上を図るとともに、将来、

センターをリードできる職員を計画的に育

成する。 

（１）職員のモチベーションの向上 

 

（ア）民間施設等での研修（事業団） 

県内社会福祉法人の協力を得て、民間施設の見学研修を実施した。 
 ○県内他施設見学研修２回１０名 
 ○県外他施設視察研修１回１名 
 

（イ）キャリア形成の仕組みの構築（事業団） 

キャリア形成の仕組みの構築について検討をはじめた。 
少人数によるグループディスカッションを実施して全支援員が参加し、人権擁護・虐待防止の

意識向上だけでなく、支援上の不安や悩みを共有できる場にもなった。 
○グループディスカッション実施状況 

  養育園 ４月～３月延べ２６回 

  更生園 ５月～３月延べ４２回 
 
評価 （１）職員のモチベーションの向上 
 

（ア）民間施設等での研修（事業団） 

平成２６年度は体系的なプログラムに基づく研修は行われず、散発的な研修にとどまった。 

平成２７年度以降において、体系的なプログラムに基づき、民間施設等での研修の拡充に努めること。 
 

（イ）キャリア形成の仕組みの構築（事業団） 

平成２６年度は全支援員参加の研修が数回実施されるなど研修の充実について進捗が認められた。内容的にもグループディスカッションの手法が

取り入れられるなど、従前より進捗が認められた。職員同士の意見交換の場として有意義であり、引き続き継続すること。 

平成２７年度以降において、支援の質を高める観点から体系化されたキャリア形成の仕組みの構築に努めること。 
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実  施  内  容 平成２６年度末までの進捗状況 

（２）センター運営への特化 

 

 （ア）自主事業の計画的移譲（事業団） 

事業団の実施する自主事業については、センターとの関係性や役割

について整理した上で、計画的に他の民間法人に移譲し、センター運

営に注力する。 
 

 

 

 

 

（イ）民間との連携強化（事業団） 

地域における障害者へのサービスを安定して提供するため、自主事

業を移譲した法人とは緊密に連携していく。また、強度行動障害者支

援についても、県内関係団体と協議しながら、支援ノウハウの情報発

信・事例報告会の開催等を実施し、民間施設等との連携を強化する。 

（２）センター運営への特化 

 

 （ア）自主事業の計画的移譲（事業団） 

自主事業を下記の３つの区分に整理した上で、①及び②の移譲を決

定した。（③については、事業団で引き続き実施予定。） 
①アドバンスながうら・放課後等デイサービス虹の子 
②代宿地域支援センター・ながうら地域支援センター・ジョブく

らなみ 
③発達障害児等療育支援事業及び放課後等デイサービスデイ風の

子（休止中） 
 

（イ）民間との連携強化（事業団） 

強度行動障害のある方への支援者に対する研修に、センターから２

名（更生園１名・養育園１名）が参加し、他法人の支援員との情報共

有等により交流を深めた。強度行動障害者支援に関する検討会を開催

し、民間施設等との連携強化に努めた。 
○強度行動障害者支援検討会 ２回・民間施設等から延べ７６名 

参加 
 
評価 （ア）自主事業の計画的移譲（事業団） 

平成２６年度は下記について進捗が認められた。 

・自主事業移譲方針の決定 

利用者への安定したサービス提供を前提として、移譲を決定した自主事業を円滑に移譲できるよう努めること。 
 

（イ）民間との連携強化（事業団） 

平成２６年度は下記が実施された。 

・強度行動障害支援検討会の開催 
平成２７年度以降においても、進行予定にある項目を着実に実施するよう努めること。 
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実  施  内  容 平成２６年度末までの進捗状況 

（２）ガバナンスの充実・強化 

 

（ア）執行体制の強化（事業団） 

幹部職員は障害者支援の現場に精通した者、役員は支援の現場又は

障害者の権利擁護に精通した者とし、役員等は集中見直し期間におい

て県と緊密に連携し、利用者本位のきめ細かなケアの実現を第一義と

した法人運営を行う。 
 
 
 
 
 

（イ）管理部門の配置の見直し（事業団） 

幹部職員が支援現場における利用者処遇の実態をきめ細かく把握し、

適切に職員を指導するため、幹部の意識向上を図るとともに、利用者の

居住空間から離れた位置にある管理部門の配置を見直す。 

（２） ガバナンスの充実・強化 

 

（ア）執行体制の強化（事業団） 

４月に役員を刷新して支援の現場又は障害者の権利擁護に精通した

者が就任し、機動的な理事運営会議（県職員も参加）の開催等により、

センター・事業団の課題解決に向けた法人運営に努めている。１０月

からは支援の現場に精通した者が更生園長に就任するとともに、強度

行動障害者支援等に精通した学識経験者が顧問に就任した。 
○理事運営会議 １０回 
○理事会     ７回 
○評議員会    ７回 

 

（イ）管理部門の配置の見直し（事業団） 

幹部職員による現場の巡回等により、支援現場における利用者処遇

の実態の把握に努めた。また、管理部門の配置の見直しについて検討

をはじめた。 
 
 
評価 （２）ガバナンスの充実・強化 

 
（ア）執行体制の強化（事業団） 

平成２６年度は下記について進捗が認められた。 
・役員の刷新（理事・監事に支援の現場又は障害者の権利擁護に精通した者の就任） 
・理事運営会議等の開催 
・理事長の就任（４月～） 
・更生園長・顧問の就任（１０月～） 
平成２７年度以降においても、利用者本位のきめ細かなケアの実現を第一義とした法人運営に努めること。 

 
（イ）管理部門の配置の見直し（事業団） 

平成２６年度は下記について進捗が認められた。 
・幹部職員による支援現場の把握 
平成２７年度以降においても、引き続き、利用者処遇の実態の把握に努めるとともに、管理部門の配置の見直しの検討を進めること。 

 
 



11 
 

４ 県や外部による重層的なチェックシステムの構築 

実  施  内  容 平成２６年度末までの進捗状況 

（１）法又は協定に基づくチェック体制の充実・強化 
 

（ア） 県の指導監督の強化 
 

①監査の強化（県） 
県の監査において、施設内巡回の時間の拡大、支援員からの聴取

り、抜き打ち検査の実施等により、報告書類のチェックにとどまら
ず、支援の実態を把握する。 

 
②監査時の民間人材によるチェック（県） 
県の監査等において、民間人材による個別支援計画の確認等を並

行的に取り入れ、支援の質についてチェックする。 
 
（イ）指定管理者のモニタリングの強化（県） 

外部有識者による運営状況評価において、実質的なチェックを受
けられるよう、県独自に把握した情報を提供し、現場の支援状況の
確認を受ける等、運用の強化を図る。 

（１）法又は協定に基づくチェック体制の充実・強化 
 

（ア） 県の指導監督の強化 
 

①監査の強化（県） 
県の監査において、施設内巡回の時間の拡大、支援員からの聴取り、抜

き打ち検査等の実施により、支援現場の実態把握に努めた。 
○県の調査 ８回延べ２４日（１回は抜き打ち）  

②監査時の民間人材によるチェック（県） 
県の監査等において、民間人材による個別支援計画の確認等を並行的に

取り入れ、個別支援計画の作成等について指導した。 
○進捗管理委員会委員による個別支援計画確認等 ２回 

 
（イ）指定管理者のモニタリングの強化（県） 

外部有識者による運営状況評価において、事前に県の監査等で把握した
情報を提供した上で現場の支援状況の確認を受ける等、運用の強化を図っ
た。 

○指定管理者モニタリング １０月２３日～２４日 
評価 （１）法又は協定に基づくチェック体制の充実・強化 
 

（ア） 県の指導監督の強化  
① 監査の強化（県） 

平成２６年度は下記が実施された。 
・施設内巡回の時間の拡大 
・支援員からの聴取り 
・抜き打ち検査 

平成２７年度以降においても、引き続き、支援の実態把握に努めること。  
② 監査時の民間人材によるチェック（県） 

平成２６年度は下記が実施された。 
・進捗管理委員会委員による個別支援計画確認等 

平成２７年度以降においても、引き続き、支援の質のチェックに努めること。  
（イ）指定管理者のモニタリングの強化（県） 

平成２６年度は下記が実施された。 
・外部有識者による支援現場確認等 

平成２７年度以降においても、引き続き、実質的なチェックを受けられるよう努めること。 
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実  施  内  容 平成２６年度末までの進捗状況 

（２）外部チェックの充実・強化 

 

（ア）権利擁護の仕組みの強化（事業団・県） 

パーソナルサポーターや相談支援アドバイザー等の外部専門職の派

遣により、外部の目を入れることで利用者のニーズの実現に向けた支

援の質の向上を図る。また、虐待防止委員会への保護者や外部有識者

の参加、苦情解決第三者委員の相談や巡回、保護者の定期的な巡回等

を行う体制を確保する。 

 

（２）外部チェックの充実・強化 

 

（ア）権利擁護の仕組みの強化（事業団・県） 

パーソナルサポーターや相談支援アドバイザー等の外部専門職の派

遣により、外部の目を入れることで利用者のニーズの実現に向けた支

援の質の向上を図った。また、虐待防止委員会への保護者や外部有識

者の参加、苦情解決第三者委員の相談や巡回、保護者の定期的な巡回

等を行う体制の確保に努めた。振り返りチェックシート（支援の向上

を目指して、自らの支援を振り返ったり、他者のよい支援を参考にす

るためのチェックシート）等について虐待防止部会で検討し、改訂等

を行った。 

○パーソナルサポーター５名による養育園第２寮児童等５名の支

援環境等確認（３月～・月２回程度） 
    ○パーソナルサポーター１２名による養育園第２寮児童等１２名の

支援環境等の確認（１０月～・月１～２回程度） 
    ○相談支援アドバイザー３名による更生園の支援環境等の確認（７

月～・月２回程度） 
    ○虐待防止委員会への保護者等の参加（４月～・月１回開催） 
    ○虐待防止部会の活性化（４月～・月１回開催） 
    ○苦情解決第三者委員の相談・巡回（４月～・月１回程度） 
    ○保護者等の巡回（４月～・月１～２回程度） 

 

 

評価（ア）権利擁護の仕組みの強化（事業団・県） 

平成２６年度は下記について進捗が認められた。 

・パーソナルサポーター等外部専門職の派遣 
     ・虐待防止委員会への保護者等の参加 
     ・苦情解決第三者委員や保護者等の巡回 

平成２７年度以降においても、引き続き、パーソナルサポーター等外部の目を入れることで、権利擁護の仕組みの強化に努めること。 
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実  施  内  容 平成２６年度末までの進捗状況 

（イ）外部事業所による計画作成の強化（事業団） 

事業団以外の民間法人が運営する相談支援事業所において、県立施

設利用者の計画相談及びモニタリングを実施することにより、支援を

客観的に評価し、外部性や地域との関係を確保する。 

 

 

（ウ）研修時の外部機関の活用（事業団） 

千葉県発達障害者支援センター等を活用し、職員に対し計画的に研

修を行い職員の支援の専門性を高めるほか、アンケートの実施などに

より研修の成果等のチェックを受ける。 
 

（イ）外部事業所による計画作成の強化（事業団） 

事業団以外の民間法人が運営する相談支援事業所による計画作成へ

の切替えに努めた。 

○更生園 外部相談事業所による計画作成１３名 

○養育園 外部相談事業所による計画作成３名 

 
（ウ）研修時の外部機関の活用（事業団） 

千葉県発達障害者支援センターや外部講師による研修を実施し、ア

ンケートを行った。また、外部研修や他の民間施設見学等の研修に参

加した職員による研修報告等を実施し、研修成果の共有を図った。 

○虐待防止やコンプライアンスに関する外部講師による 

研修 ９回（うち３回は全支援員が受講） 

○専門知識や技術の向上に関する外部講師等による研修 

・更生園スーパーバイズ研修（５月～・月１回）・養育園からも参

加 

・養育園スーパーバイズ研修（５月～１０月、１２月、２月・計

１３回） 

・養育園ＳＳＴスーパーバイズ研修（４月～月１回） 

○外部研修後の研修報告 

 ・３１件 
 

評価（イ）外部事業所による計画作成の強化（事業団） 

平成２６年度は下記について進捗が認められた。 

・外部の計画相談支援事業所による計画作成 
平成２７年度以降においても、引き続き、外部の計画相談支援事業所による計画作成が進むよう努めること。 

 

（ウ）研修時の外部機関の活用（事業団） 

平成２６年度は下記について進捗が認められた。 

・外部講師等による研修の拡充 
・全支援員の虐待防止研修の受講 
平成２７年度以降においても、引き続き、千葉県発達障害者支援センターを含む外部機関等を活用し、計画的な研修実施に努めること。 
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見直し進捗管理委員会委員からの付帯意見 

 

袖ヶ浦福祉センターが地域や他の施設から孤立していることは検証委員会の最終報告でも指摘されたところであり、袖ヶ浦福祉センターのみに重度の障害がある人

への支援を任せきりにするようなことがあってはならない。そのためには、袖ヶ浦福祉センター以外の施設や地域の関係者が、地域で支援が困難だと判断された障害

者を県立施設に委ねるだけでなく、袖ヶ浦福祉センターの利用者に対して、地域も一体となった継続的な支援が行われるための施策も必要と考えられる。検証委員会

の最終報告の趣旨を踏まえ、今回示した見直し項目以外にも、一層の取組みを図るよう、平成２７年度以降において、さらに検討されたい。 


